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審決 

 

不服２０１８－４５２６ 

 

 （省略） 

 請求人 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 阿部 達彦 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 実広 信哉 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 崔 允辰 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 木内 敬二 

 

 

 特願２０１４－５３９８８４「マルチメディア通信システムにおけるアプリ

ケーション階層－順方向誤り訂正パケットの送受信装置及び方法」拒絶査定不

服審判事件〔平成２５年５月１６日国際公開、ＷＯ２０１３／０６９９８３、

平成２６年１２月８日国内公表、特表２０１４－５３３０３２〕について、次

のとおり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は，平成２４年１１月８日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２

０１１年１１月８日（韓国），２０１２年１０月８日（韓国））の出願であっ

て，その手続の経緯は以下のとおりである。 

 平成２８年 ４月２８日付け：拒絶理由通知書 

 平成２８年 ８月 ９日  ：意見書，手続補正書の提出 

 平成２９年 １月１６日付け：最後の拒絶理由通知書 

 平成２９年 ６月２３日  ：意見書，手続補正書の提出 

 平成２９年１１月２７日付け：拒絶査定 

 平成３０年 ４月 ４日  ：拒絶査定不服審判の請求，手続補正書の提出 

 平成３１年 １月２３日付け：拒絶理由通知書 

 令和 元年 ５月 ７日  ：意見書，手続補正書の提出 
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第２ 本願発明 

 令和元年５月７日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲

の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりのもので

ある（下線は請求人による。）。 

 「マルチメディア通信システムにおけるアプリケーション階層－順方向誤り

訂正（ＡＬ－ＦＥＣ）パケット送信装置によりＡＬ－ＦＥＣパケットを送信す

る方法であって， 

 複数のＡＬ－ＦＥＣパケットを生成するステップと，ここで，前記複数のＡ

Ｌ－ＦＥＣ符号語パケットの各々は，一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルとＡ

Ｌ－ＦＥＣヘッダーを含み，前記一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルは，ＡＬ

－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルのうち

の一つであり， 

 パンクチャリング情報に基づいて，前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語パケット

のうちの少なくとも一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語パケットをパンクチャリングす

ることで，前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語パケットの数より少ない数のＡＬ－

ＦＥＣパケットを出力するステップと， 

 前記出力されたＡＬ－ＦＥＣパケットをＡＬ－ＦＥＣパケット受信装置に送

信するステップと，を有し， 

 前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語

シンボルに対してシンボルタイプと独立的にシリアル番号（ＳＮ）が割り当て

られる場合，前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダーは，前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロック

に含まれる前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対して前記シンボルタイ

プと独立的に割り当てられた前記ＳＮのうちの前記一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語

シンボルの順序を示す第１の順序情報を含むか，又は， 

 前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語

シンボルに対してシンボルタイプに関連付けられてＳＮが割り当てられる場合，

前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダーは，前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前

記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対して前記シンボルタイプに関連付け

られて割り当てられた前記ＳＮのうちの前記一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボ

ルのＳＮを示す第２の順序情報と，前記ＡＬ－ＦＥＣパケットに含まれる前記

一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルのシンボルタイプを示す情報を含むことを

特徴とする方法。」 

 

第３ 拒絶の理由 

 当審が通知した平成３１年１月２３日付けの拒絶理由（以下「当審拒絶理由」

という。）のうちの理由３の概要は，次のとおりである。 

 請求項１－１０に係る発明は，本願の出願前に日本国内又は外国において，

頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献

１に記載された発明に基づいて，又は，引用文献１に記載された発明及び引用

文献２に記載された発明に基づいて，その出願前にその発明の属する技術の分

野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである

から，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 
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 １．米国特許出願公開第２０１１／０２１９２７９号明細書 

 ２．特開２０００－２２８６７６号公報 

 

第４ 引用文献の記載，引用発明 

 １ 引用文献１の記載及び引用発明１ 

（１）当審拒絶理由で引用された米国特許出願公開第２０１１／０２１９２７

９号明細書（以下「引用文献１」という。）には，以下の事項が記載されてい

る（下線は当審による。以下同様。）。 

 ア 「[0042] FIG. 4 illustrates an AL-FEC scheme according to an embodiment of 

the present disclosure. The vertical hyphenated line separates the functional layers of a 

transmitting device 400 and a receiving device 450. The dotted line indicates data being 

transmitted from the transmitting device 400 to the receiving device 450. With respect 

to the AL-FEC framework, the transmitting device 400 includes a physical (PHY) layer 

440, media access control (MAC) layer 430, a protocol adaptation layer (PAL) 410, and 

the AL-FEC component 420. Similarly, the receiving device 450 includes a PHY layer 

490, a MAC layer 480, a PAL 460, and an AL-FEC component 470. Each of the 

transmitting device 400 and the receiving device 450 may be one of the may be any 

wireless communication device, such as the WiGig enabled devices 102-110. 

[0043] The general operation of the transmitting device 400 in the AL-FEC scheme, 

according to an embodiment of the present disclosure, is as follows. In the transmitting 

device 400, a set of source packets to be protected together is specified. The source 

packets are reshaped to forma set of equal-sized source symbols. An AL-FEC code is 

applied on the source symbols to produce a set of repair symbols. After the repair 

symbols are encapsulated into repair packets, the transmitting device 400 sends the 

source packets and the repair packets to the receiving device 450. 

[0044] The general operation of the receiving device 450 in the AL-FEC scheme, 

according to an embodiment of the present disclosure, is as follows. If all source 

packets are received successfully by the receiving device 450, then the received source 

packets are handled without AL-FEC recovery, and the received repair packets are 

discarded. In contrast, if there are missing source packets, the AL-FEC scheme will be 

applied to the successfully received source and repair packets to recover the missing 

source packets. 

[0045] The protocol adaption layer (PAL) 410 at the transmitting device 400 receives 

source data (e.g. application packets) from an upper layer (not illustrated), prepares 

packets to be transmitted, and sends the packets to the MAC layer 430. To this end, the 

PAL 410 may first specify the set of source packets (called source block) to be 

protected by selecting a suitable source block size (k symbols) and a suitable symbol 

size (T bytes), such that: 

[0046] a) The PAL 460 at the receiving device 450 is capable of buffering T×m bytes 

(where m is the number of symbols that the receiver decodes per block). 

[0047] b) For low overhead, k is chosen to be as large as possible from a 

predetermined interval such as [500, 8192]. If only a small number of options for k is 

required, then k is chosen from a predetermined set (e.g. from among 512, 1024, 2048, 

4096, and 8192). If only one option for k is allowed, then set k to a default value (e.g. 

1024). 
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[0048] c) Latency constraints put an upper bound on k. Note that the latency increases 

as k increases. 

[0049] The set of source packets should have T×k bytes of payload. 

[0050] PAL 410 generates a source block number (SBN) and sends the source block, 

SNB, k, and T to the AL-FEC component 420. PAL 410 also constructs the source 

packets by appending the header information to the source packet payload and sends the 

source packets and repair symbols received from the AL-FEC 420 to the MAC layer 

430. The functions of the PAL 410 and the MAC layer 430 may be performed by a 

processor or controller of a wireless communication device. 

[0051] At the receiving device 450, the PAL 460 receives packets (source packets and 

repair packets) from the MAC layer, recovers the source data, and sends the source data 

to an upper functional layer (not illustrated). To that end, PAL 460 determines whether 

all source packets are received successfully. If all source packets have been received 

successfully received, the source packets are handled without AL-FEC recovery, and 

the repair packets are discarded. In contrast, if there are missing packets, PAL 460 sends 

the successfully received source and repair packets to the AL-FEC component (470). 

PAL 460 gets the recovered source packets from the AL-FEC component 470.」 

（［当審仮訳］：[0042] 図４は，本開示の一実施形態によるＡＬ－ＦＥＣ方

式を示す。垂直の鎖線によって，送信装置４００及び受信装置４５０の機能的

階層が分離されている。点線は，送信装置４００から受信装置４５０に送信さ

れるデータを示している。ＡＬ－ＦＥＣフレームワークに関して，送信装置４

００は，物理（ＰＨＹ）層４４０，メディアアクセス制御（ＭＡＣ）層４３０，

プロトコルアダプテーション層（ＰＡＬ）４１０及びＡＬ－ＦＥＣ要素４２０

を含む。同様に，受信装置４５０は，ＰＨＹ層４９０，ＭＡＣ層４８０，ＰＡ

Ｌ４６０及びＡＬ－ＦＥＣ要素４７０を含む。送信装置４００と受信装置４５

０のそれぞれは，ＷｉＧｉｇ対応装置１０２－１１０のような任意の無線通信

装置のうち一つであり得る（当審注：原文の「one of the may be any」は「one of 

the any」の誤記と認められる。）。 

[0043] 本開示の一実施形態による，ＡＬ－ＦＥＣ方式における送信装置４０

０の全体的な動作は以下のとおりである。送信装置４００で，まとめて保護す

べきソースパケットのセットが特定される。ソースパケットは，等しいサイズ

のソースシンボルのセットを構成するように再成形される（当審注：原文の

「to forma set」は「to form a set」の誤記と認められる。）。復旧シンボルのセ

ットを生成するためにＡＬ－ＦＥＣ符号がソースシンボルに適用される。復旧

シンボルが復旧パケットにカプセル化された後，送信装置４００は，ソースパ

ケット及び復旧パケットを受信装置４５０に送信する。 

[0044] 本開示の一実施形態による，ＡＬ－ＦＥＣ方式における受信装置４５

０の全体的な動作は以下のとおりである。すべてのソースパケットが受信装置

４５０で成功裏に受信された場合，受信されたソースパケットはＡＬ－ＦＥＣ

復旧なしに処理され，受信された復旧パケットは廃棄される。対照的に，消失

したパケットがある場合，ＡＬ－ＦＥＣ方式が，消失したソースパケットを復

元するために，成功裏に受信されたソースパケット及び復旧パケットに適用さ

れる。 
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[0045] 送信装置４００のプロトコルアダプテーション層（ＰＡＬ）４１０は，

上位層（図示せず）からソースデータ（すなわち，アプリケーションパケット）

を受信し，送信するパケットを準備し，パケットをＭＡＣ層４３０に送る。こ

の目的のために，ＰＡＬ４１０は，まず第１に，好適なソースブロックサイズ

（ｋ個のシンボル）および好適なシンボルサイズ（Ｔバイト）を選択すること

によって，保護されるべきソースパケットのセット（ソースブロックと呼ばれ

る）を特定できる。ここで，上記選択は以下の次第で行われる： 

[0046] ａ）受信装置４５０におけるＰＡＬ４６０は，Ｔ×ｍバイト（ここで，

ｍは受信機が復号するブロック当たりのシンボル数）をバッファリングするこ

とができる。 

[0047] ｂ）低オーバヘッドの場合，ｋは，［５００，８１９２］のような所

定の区間からできるだけ大きくなるように選択される。ｋとして少数の選択肢

のみが必要とされる場合，ｋは，所定のセット（例えば５１２，１０２４，２

０４８，４０９６，および８１９２の中から）から選択される。ｋとして１つ

の選択肢しか許されない場合，ｋをデフォルト値（例えば１０２４）に設定す

る。 

[0048] ｃ）レイテンシの制限はｋに上限を課す。ｋが増加するにつれてレイ

テンシが増加することに注意。 

[0049] ソースパケットのセットは，Ｔ×ｋバイトのペイロードを有するべきで

ある。 

[0050] ＰＡＬ４１０は，ソースブロック番号（ＳＢＮ）を生成し，ソースブ

ロック，ＳＢＮ，ｋ及びＴをＡＬ－ＦＥＣ要素４２０に送る（当審注：原文の

「SNB」は「SBN」の誤記と認められる。）。ＰＡＬ４１０はまた，ソースパ

ケットのペイロードにヘッダー情報を付加してソースパケットを構成し，ソー

スパケットおよびＡＬ－ＦＥＣ４２０から受け取った復旧シンボルをＭＡＣ層

４３０に送る。ＰＡＬ４１０とＭＡＣ層４３０の機能は，無線通信装置のプロ

セッサまたはコントローラによって実行することができる。 

[0051] 受信装置４５０において，ＰＡＬ４６０はＭＡＣ層からパケット（ソ

ースパケット及び復旧パケット）を受信し，ソースデータを回復し，ソースデ

ータを上位機能階層（図示せず）に送る。その目的のために，ＰＡＬ４６０は，

すべてのソースパケットが成功裏に受信されたか否かを判定する。すべてのソ

ースパケットが成功裏に受信されたならば，ソースパケットはＡＬ－ＦＥＣ回

復なしに処理され，復旧パケットは廃棄される（当審注：原文の「received 

successfully received,」は「received successfully,」の誤記と認められる。）。逆

に，もし消失したパケットがある場合，ＰＡＬ４６０は，成功裏に受信された

ソースパケット及び復旧パケットをＡＬ－ＦＥＣ要素（４７０）に送る。ＰＡ

Ｌ４６０は，ＡＬ－ＦＥＣ要素４７０から回復されたソースパケットを得る。） 

 

 イ 「[0053] The AL-FEC component 420 at the transmitting device 400 applies 

AL-FEC code on the source data to generate repair symbols, and encapsulates the repair 

symbols into repair packets. In an alternative embodiment, the repair symbols may be 

encapsulated into repair packets by the PAL 410. In the receiving device 450, the AL-
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FEC component 470 decodes the source and repair packets received from the PAL 

using the AL-FEC scheme to recover missing packets. In some embodiments, the AL-

FEC components 420 and 470 or the functions of the AL-FEC components 420 and 470 

may be integrated into the PALs 410 and 460, respectively. Also, in some embodiments, 

each of the PALs 410 and 460, AL-FEC components 420 and 470, MAC layers 430 and 

480, and PHY layers 440 and 490 of the transmitting device 400 and the receiving 

device 450, respectively, may be configured to perform functions related to both 

transmission and reception.」 

（［当審仮訳］：[0053] 送信装置４００のＡＬ－ＦＥＣ要素４２０は，復旧

シンボルを生成するためにソースデータにＡＬ－ＦＥＣ符号を適用して，復旧

シンボルを復旧パケットにカプセル化する。別の実施形態では，復旧シンボル

は，ＰＡＬ４１０によって復旧パケットにカプセル化され得る。受信装置４５

０では，ＡＬ－ＦＥＣ要素４７０は，消失したパケットを回復するために，Ａ

Ｌ－ＦＥＣ方式を使ってＰＡＬから受信したソースパケット及び復旧パケット

を復号する。いくつかの実施形態で，ＡＬ－ＦＥＣ要素４２０及び４７０，ま

たはＡＬ－ＦＥＣ要素４２０及び４７０の機能は，ＰＡＬ４１０および４６０

内にそれぞれ統合され得る。また，いくつかの実施形態では，送信装置４００

と受信装置４５０のＰＡＬ４１０及び４６０，ＡＬ－ＦＥＣ要素４２０及び４

７０，ＭＡＣ層４３０及び４８０，及びＰＨＹ層４４０及び４９０のそれぞれ

は，送信及び受信の両方に関連する機能を実行するように構成され得る。） 

 

 ウ 「[0072] FIG. 7 illustrates a description of a header of a packet that has been 

encoded using an AL-FEC scheme according to an embodiment of the present 

disclosure. In some embodiments the packet header 700 may be generated and 

appended at the particular functional layer at which the AL-FEC scheme is performed. 

For example, in an embodiment in which the AL-FEC scheme is performed in the PAL, 

the packet header 700 may be generated and appended to the outgoing packets from the 

PAL. 

[0073] Each column in packet header 700 corresponds to at least one field. The text in 

each block of the upper row describes the information included in the packet header 

field, and the numbers in the lower row indicate the octet length (number of bytes) of 

the respective header fields. The PacketType header field, which has a length of one 

octet (8 bits), indicates whether the packet is systematic (e.g. contains data) or parity. 

[0074] In an embodiment, a single bit (e.g. the first bit) may be allocated in the 

PacketType field to distinguish a parity packet from a systematic (e.g. data) packet. 

When using a single bit to indicate a parity packet, a '0' may be used to indicate that the 

packet is systematic (data), and a '1' may be used to indicate that the packet is parity (or 

vice versa). For example, a PacketType header field with a value of "1xxxxxxx" may 

indicate a parity packet while "0xxxxxxx" may indicate a systematic packet. In an 

embodiment, a single bit may be allocated in any other packet header field. 

[0075] In another embodiment, a specific 8-bit value in the PacketType field may be 

defined in the WiGig specifications to indicate a parity packet. For example, a value of 

'0×80' (or "10000000") may indicate a parity packet. Alternatively, a specific value may 

be used in another header field to distinguish a parity packet from systematic packets. 
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[0076] The stream identifier (ID) identifies the data stream to which the packet 

belongs. In an embodiment, the stream ID may refer to a block of transmmission. The 

sequence number (SeqNum) may identify the sequential order of the packet within the 

block. The length field may indicate the size of the payload or the total number of 

packets in the block, depending on the embodiment.」 

（［当審仮訳］： 

[0072] 図７は，本開示の一実施形態によるＡＬ－ＦＥＣ方式を使用して符号

化されたパケットのヘッダーの記述を示す。いくつかの実施形態において，パ

ケットヘッダー７００は，ＡＬ－ＦＥＣ方式が実行される特定の機能層におい

て生成され，付加され得る。例えば，ＡＬ－ＦＥＣ方式がＰＡＬで実行される

実施形態では，パケットヘッダー７００は，ＰＡＬから出るパケットに対して

生成され，付加され得る。 

[0073] パケットヘッダー７００内の各列は，少なくとも１つのフィールドに

対応する。上の行の各ブロック中のテキストは，パケットヘッダーフィールド

に含まれる情報を記述しており，下の行中の数字は，それぞれのヘッダーフィ

ールドのオクテット長（バイト数）を示している。１オクテット（８ビット）

の長さを有するパケットタイプヘッダーフィールドは，パケットがシステマテ

ィックである（例えばデータを含む）かまたはパリティかどうかを示す。 

[0074] 一実施形態では，単一ビット（例えば，最初のビット）が，システマ

ティック（例えば，データ）パケットとパリティパケットとを区別するために，

パケットタイプフィールド内に割り当てられる。パリティパケットを示すため

に単一ビットを使う時，‘０’が，パケットがシステマティックである（データ）

ことを示すために使われてよく，‘１’が，パケットがパリティであることを示

すために使われてよい（またはその逆）。例えば，“１ｘｘｘｘｘｘｘ”の値を

有するパケットタイプヘッダーフィールドは，パリティパケットを示すことが

でき，一方，“０ｘｘｘｘｘｘｘ”はシステマテックパケットを示すことができ

る。一実施形態では，単一ビットは，他のパケットヘッダーフィールドに割り

当てられ得る。 

[0075] 別の実施形態では，パケットタイプフィールド内の特定の８ビット値

は，パリティパケットを示すために，ＷｉＧｉｇ仕様書に定義されてもよい。

例えば，‘０×８０’（又は“１０００００００”）の値は，パリティパケットを示

すことができる。あるいは，特定の値が，システマティックパケットとパリテ

ィパケットとを区別するために別のヘッダーフィールドで使用されてもよい。 

[0076] ストリーム識別子（ＩＤ）は，パケットが属するデータストリームを

識別する。一実施形態では，ストリームＩＤは送信のブロックを指すことがで

きる。シーケンス番号（ＳｅｑＮｕｍ）は，ブロック内のパケットの連続的な

順番を識別することができる。長さフィールドは，実施形態によっては，ペイ

ロードのサイズまたはブロック内のパケットの総数を示し得る。） 

 

 エ 図４ 
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 オ 図７ 

 
（［当審仮訳］： 

 （上の行の各欄について） パケットタイプ，ストリームＩＤ，シーケンス

番号，長さ，他のヘッダー，ペイロード 

 （下の行の「Variable」について） 可変） 

 

（２）上記（１）の記載について，以下のことがいえる。 

 送信装置４００は，ソースパケット及び復旧パケットを受信装置４５０に送

信する（段落[0042]，[0043]）。 

 送信装置４００のＰＡＬ４１０は，ヘッダー情報が付加されたソースパケッ

トを構成する（段落[0045]，[0050]）。 

 ソースパケットのセットはソースブロックと呼ばれ，ソースブロックのサイ

ズはｋ個のソースシンボルである（段落[0043]，[0045]）。 

 ＰＡＬ４１０は，ソースブロックをＡＬ－ＦＥＣ要素４２０に送る（段落 

[0050]）。 

 送信装置４００のＡＬ－ＦＥＣ要素４２０は，ソースシンボルにＡＬ－ＦＥ

Ｃ符号を適用して，復旧シンボルを生成し，ＰＡＬ４１０は，復旧シンボルを

復旧パケットにカプセル化する（段落[0043]，[0053]）。 

 ＡＬ－ＦＥＣ方式を用いて符号化されたパケットのヘッダーは，パケットの

連続的な順番を識別するシーケンス番号を含む（段落[0072]，[0076]）。 

 

（３）上記（１）及び（２）から，引用文献１には以下の発明（以下「引用発

明１」という。）が記載されていると認められる。 

 「送信装置によりソースパケット及び復旧パケットを送信する方法であって， 

 ＰＡＬが，ソースパケットを構成するとともに，復旧シンボルを復旧パケッ

トにカプセル化するステップと，ここで，ソースパケットのセットはソースブ

ロックと呼ばれ，ソースブロックサイズはｋ個のソースシンボルであり，復旧

シンボルは，ソースブロックが送られたＡＬ－ＦＥＣ要素において，ソースシ

ンボルにＡＬ－ＦＥＣ符号を適用して生成され， 
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 ソースパケット及び復旧パケットを受信装置に送信するステップと，を有し， 

 ＡＬ－ＦＥＣ方式を用いて符号化されたパケットのヘッダーは，パケットの

連続的な順番を識別するシーケンス番号を含む，方法。」 

 

 ２ 引用文献２の記載及び引用発明２ 

（１）当審拒絶理由で引用された特開２０００－２２８６７６号公報（以下 

「引用文献２」という。）には，以下の事項が記載されている。 

 ア 「【００１７】 

【発明の実施の形態】以下，本発明の実施の形態について説明する。 

（実施の形態１）本発明の実施の形態１のデータ送信方法は，送信側からの入

力パケットと，再送指示された入力パケット（再送パケット）及び誤り訂正符

号を含む訂正パケット（ＦＥＣパケット）とに対して，該各パケットに付与さ

れている優先度の判定を行い，優先度が一定値以上のパケットのみ送信するよ

うにしたものである。 

【００１８】図１は，この実施の形態１によるデータ送信装置を示すブロック

図である。この実施の形態１のデータ送信装置１０１は，配信サーバ（送信側）

と端末（受信側）の間で伝送データを中継する中継サーバを構成するものであ

る。このデータ伝送装置１０１は，配信サーバから送信された入力パケットを

受信する受信手段１１と，受信された入力パケット，再送されるパケット（再

送パケット），及び誤り訂正符号を格納したＦＥＣ（Forward Error Correction)

パケット（訂正パケット）の送信順序を所定の情報に基づいて設定する送信キ

ュー管理手段１２ａと，該手段１２ａにより設定された送信順序で上記各パケ

ットを送信する送信手段１３とを有している。ここで，上記送信キュー管理手

段１２ａは，上記受信手段１１にて受信された入力パケットを一時的に格納す

るデータバッファとしての送信キュー（図示せず）を含む構成となっている。 

【００１９】また，上記データ送信装置１０１は，所定の入力パケットを再送

パケットとして格納する再送用バッファ１８ａと，上記入力パケット，再送パ

ケット，及びＦＥＣパケットの優先度を判定するパケット優先度判定手段１５

と，判定されたパケットの優先度に基づいて，優先度が一定値以上であるパケ

ットのデータが上記再送用バッファ１８ａに格納されるよう該バッファ１８ａ

を制御する再送用バッファ管理手段１８とを有している。 

【００２０】さらに，上記データ送信装置１０１は，受信端末からの再送要求

の指示を受信する再送指示受信手段１４と，各パケットの優先度に基づいて指

示されたパケットに対応する誤り訂正符号を格納したＦＥＣパケット（訂正パ

ケット）を生成するＦＥＣパケット生成手段１９とを有している。 

【００２１】また，上記データ送信装置１０１は，上記送信キュー管理手段１

２ａからの各パケットの送信順序情報に基づいて，該送信キュー管理手段１２

ａにおける各パケットのデータが受信端末で再生されるまでの遅延時間（再生

遅延時間）を計算する出力遅延計算手段１７ａと，該受信側からの再送要求，

各パケットの優先度情報，及び各パケットの再生遅延時間に基づいて，送信す

るパケットを判定する送信パケット判定手段１６とを有し，該判定手段１６で



 10 / 15 

 

の判定結果が所定の情報として上記送信キュー管理手段１２ａに出力されるよ

うになっている。 

【００２２】次に作用効果について説明する。図２は，上記実施の形態１のデ

ータ送信装置における送信レート制御を説明するための模式図である。図２(a)

は，配信サーバから送信されたパケット（入力パケット）が中継サーバ（デー

タ伝送装置）１０１の送信キューに格納された状態を，図２(b)は，中継サーバ

の送信キューにおけるパケットの送信順序が設定された状態を示している。こ

の実施の形態１のデータ伝送方法では，入力パケットＰａ，Ｐｂの送信ととも

に，再送パケットＰｒ及びＦＥＣパケットＰfec の送信を行う場合は，送信さ

れるこれらのパケットのサイズに相当する分の低優先度パケットＰｂを間引く。

これにより出力レートの変動を抑制する。」 

 

 イ 図２ 

 
 

（２）上記（１）の記載（特に，段落【００１８】，【００２２】）から，引

用文献２には以下の発明（以下「引用発明２」という。）が記載されていると

認められる。 

 「入力パケットを受信する受信手段と，設定された送信順序で各パケットを

送信する送信手段と有するデータ送信装置が，入力パケットＰａ，Ｐｂの送信

とともに再送パケット及びＦＥＣパケットの送信を行う場合，送信されるこれ

らのパケットのサイズに相当する分の低優先度パケットＰｂを間引くことによ

り，出力レートの変動を抑制すること。」 

 

第５ 対比・判断 

 本願発明における「前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語パケット」との記載につ

いて，その記載の前に「複数のＡＬ－ＦＥＣパケット」とは記載されているが，
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「複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語パケット」とは記載されていないことから，本願

発明中に多数記載されている「ＡＬ－ＦＥＣ符号語パケット」は，いずれも

「ＡＬ－ＦＥＣパケット」の誤記と認められるので，以下に記載する内容は，

「ＡＬ－ＦＥＣ符号語パケット」を「ＡＬ－ＦＥＣパケット」で読み替えるこ

とを前提とする。 

 

 １ 対比 

 本願発明と引用発明１とを対比する。 

（１）引用発明１の「ソースパケット」及び「復旧パケット」は全体として複

数のパケットであり，「復旧パケット」は「ソースシンボルにＡＬ－ＦＥＣ符

号を適用」する等により生成されるから，「ソースパケット」及び「復旧パケ

ット」を「ＡＬ－ＦＥＣパケット」と総称することは任意である。そうすると，

引用発明１の「送信装置」，「受信装置」は，それぞれ，本願発明の「アプリ

ケーション階層－順方向誤り訂正（ＡＬ－ＦＥＣ）パケット送信装置」，「Ａ

Ｌ－ＦＥＣパケット受信装置」に相当する。 

 

（２）引用発明１において，「ソースパケット」を「構成する」こと，「復旧

パケット」を「カプセル化する」ことは，いずれもパケットを生成することで

ある。 

 

（３）引用発明１では，「ソースパケットのセットはソースブロックと呼ばれ，

ソースブロックサイズはｋ個のソースシンボルであり」，「復旧シンボルを復

旧パケットにカプセル化する」ことが行われるから，「ソースパケット」は，

「ｋ個のソースシンボル」のうちの幾つかを含み，「復旧パケット」は，幾つ

かの「復旧シンボル」を含む。そして，「ソースシンボル」と「復旧シンボル」

を「ＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボル」と総称することは任意である。 

 

（４）引用発明１では，「ソースブロックサイズ」が「ｋ個のソースシンボル」

である「ソースブロック」が「ＡＬ－ＦＥＣ要素」に送られて，「復旧シンボ

ル」が生成されるから，「ソースブロック」の「ｋ個のソースシンボル」と，

それから生成される「復旧シンボル」とは，全体としてブロックを構成してい

るといえ，構成されたブロックを「ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロック」と称するこ

とは任意である。そうすると，上記（３）の「ＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボル」

のそれぞれは，「ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロック」に含まれるシンボルである。 

 

（５）引用発明１の「ＡＬ－ＦＥＣ方式を用いて符号化されたパケットのヘッ

ダー」は，「ソースパケット」及び「復旧パケット」の両方のヘッダーである

ことが明らかであり，それらを「ＡＬ－ＦＥＣヘッダー」と総称することは任

意である。また，引用発明１の「パケットの連続的な順番を識別するシーケン

ス番号」は，複数のパケットに対して割り当てられたシーケンス番号であり，

「パケットの連続的な順番」は，当該割り当てられたシーケンス番号の全体の
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うちの，一つのパケットの順序を示す順序情報であり，順序情報が示す対象は

別として，本願発明の「シリアル番号（ＳＮ）」に相当する。 

 ここで，本願発明の「前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数

のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対してシンボルタイプと独立的にシリアル番

号（ＳＮ）が割り当てられる場合，前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダーは，前記ＡＬ－

ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対

して前記シンボルタイプと独立的に割り当てられた前記ＳＮのうちの前記一つ

のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルの順序を示す第１の順序情報を含むか，又は， 

 前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語

シンボルに対してシンボルタイプに関連付けられてＳＮが割り当てられる場合，

前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダーは，前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前

記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対して前記シンボルタイプに関連付け

られて割り当てられた前記ＳＮのうちの前記一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボ

ルのＳＮを示す第２の順序情報と，前記ＡＬ－ＦＥＣパケットに含まれる前記

一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルのシンボルタイプを示す情報を含む」との

発明特定事項は，「又は」の前後に記載されている２つの選択肢の択一的記載

であると解される。 

 そして，本願発明の上記発明特定事項の前半部分と，引用発明１の「ＡＬ－

ＦＥＣ方式を用いて符号化されたパケットのヘッダーは，パケットの連続的な

順番を識別するシーケンス番号を含む」こととを比較すると，「ＡＬ－ＦＥＣ

ヘッダーは，複数のＡＬ－ＦＥＣパケットに関して割り当てられたＳＮのうち

の一つのＡＬ－ＦＥＣパケットに関する順序を示す順序情報を含む」という点

で共通する。 

 

（６）以上のことから，本願発明と引用発明１とは， 

 「アプリケーション階層－順方向誤り訂正（ＡＬ－ＦＥＣ）パケット送信装

置によりＡＬ－ＦＥＣパケットを送信する方法であって， 

 複数のＡＬ－ＦＥＣパケットを生成するステップと，ここで，前記複数のＡ

Ｌ－ＦＥＣパケットの各々は，ＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルとＡＬ－ＦＥＣヘ

ッダーを含み，一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルは，ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブ

ロックに含まれる複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルのうちの一つであり， 

 前記ＡＬ－ＦＥＣパケットをＡＬ－ＦＥＣパケット受信装置に送信するステ

ップと，を有し， 

 前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダーは，前記複数のＡＬ－ＦＥＣパケットに関して割

り当てられたＳＮのうちの一つのＡＬ－ＦＥＣパケットに関する順序を示す順

序情報を含む，方法。」 

という点で一致する。 

 

（７）また，両者は以下の点で相違する。 

 （相違点１）「ＡＬ－ＦＥＣパケットを送信する方法」が，本願発明では 

「マルチメディア通信システムにおける」ものであるのに対し，引用発明１で

はその特定がない点。 
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 （相違点２）「複数のＡＬ－ＦＥＣパケットの各々」が含む「ＡＬ－ＦＥＣ

符号語シンボル」の個数が，本願発明では「一つ」であるのに対し，引用発明

１では「ソースパケット」が含む「ソースシンボル」等の個数の特定がない点。 

 （相違点３）本願発明は，「パンクチャリング情報に基づいて，前記複数の

ＡＬ－ＦＥＣパケットのうちの少なくとも一つのＡＬ－ＦＥＣパケットをパン

クチャリングすることで，前記複数のＡＬ－ＦＥＣパケットの数より少ない数

のＡＬ－ＦＥＣパケットを出力するステップ」を含むのに対し，引用発明１は

それを含むものではない点。 

 （相違点４）一致点の「前記複数のＡＬ－ＦＥＣパケットに関して割り当て

られたＳＮ」に関し，ＳＮの割り当てが，本願発明では，ＡＬ－ＦＥＣパケッ

トに含まれる「前記複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボル」に対して行われるの

に対し，引用発明１では複数の「パケット」に対して行われるものであり，そ

れに伴い，一致点の「前記ＡＬ－ＦＥＣヘッダー」が含む「一つのＡＬ－ＦＥ

Ｃパケットに関する順序を示す順序情報」に関し，順序情報が示す内容が，本

願発明では「前記一つのＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボル」の順序であるのに対し，

引用発明１では，一つの「パケット」の順序である点。 

 （相違点５）本願発明では，「ＡＬ－ＦＥＣヘッダー」が「第１の順序情報

を含む」のが，「前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記複数のＡＬ

－ＦＥＣ符号語シンボルに対してシンボルタイプと独立的にシリアル番号（Ｓ

Ｎ）が割り当てられる場合」におけるものであって，「ＳＮ」の割り当てが，

「前記シンボルタイプと独立的に」行われたものであるのに対し，引用発明１

では，「ヘッダー」が「シーケンス番号を含む」こと及び「シーケンス番号」

の割り当てに関して，それらの特定がない点。 

 

 ２ 判断 

（１）まず，相違点１について検討する。 

 引用文献１の段落[0032]に記載されているように，マルチメディア通信は周

知技術であり，引用発明１の「送信する方法」をマルチメディア通信システム

におけるものとすることは，当業者が適宜なし得ることである。 

 

（２）次に，相違点２，４について検討する。 

 １個のパケットに含まれるシンボルの個数は，単なる設計的事項であり，引

用発明１において，「ソースパケット」，「復旧パケット」に含まれる「ソー

スシンボル」，「復旧シンボル」の個数をそれぞれ「１つ」とすることは，当

業者が適宜なし得ることである。そして，含まれるシンボルの個数を「１つ」

とした場合，引用発明１の「ヘッダー」が含む「パケットの連続的な順番を識

別するシーケンス番号」は，「ソースシンボル」及び「復旧シンボル」の個々

のシンボルに対して割り当てられたもの，すなわち，ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロ

ックに含まれる複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対して割り当てられたも

のとなり，また，引用発明１の「ヘッダー」は，上記「シーケンス番号」のう

ちの一つの「ソースシンボル」又は「復旧シンボル」の順序，すなわち，一つ

のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルの順序を示す順序情報を含むものとなる。 
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（３）次に，相違点３について検討する。 

 引用発明１と引用発明２とは，ＦＥＣ符号化されたものを含むパケットの送

信に関するものである点で共通する。 

 一方，ＦＥＣ符号化されたデータを送信する際，パンクチャリング情報に基

づいて，その一部をパンクチャリングすることで，より少ない数のＦＥＣ符号

化されたパケットを出力することは，周知技術であり，引用発明２はその例で

ある。 

 したがって，引用発明１に引用発明２を適用し，「ソースパケット及び復旧

パケットを受信装置に送信するステップ」に先立って，パンクチャリング情報

に基づいて，「ソースパケット及び復旧パケット」のうち，必要な「サイズに

相当する分」のパケットを間引くこと，すなわち少なくとも一つのパケットの

パンクチャリングを行い，パンクチャリングしない場合の「ソースパケット及

び復旧パケット」の個数よりも少ない数のパケットを出力するステップを有す

るものとすることは，当業者が適宜なし得る程度のことである。 

 ここで，引用発明２における「サイズに相当する分の低優先度パケットＰｂ

を間引く」処理は，間引くべき「低優先度パケットＰｂ」の個数に対応する

「サイズに相当する分」を示す情報，すなわちパンクチャリング情報に基づい

て行われるものであるといえる。 

 なお，本願明細書の段落【００６６】に，「パンクチャリング情報は，ＦＥ

Ｃ符号の特性，チャンネル状態，及び受信器のバッファ容量に従って決定され

る」と記載されているところ，引用発明１においても，生成された「復旧シン

ボル」を「カプセル化」して得られる「復旧パケット」の個数が「ＡＬ－ＦＥ

Ｃ符号」の特性に依存して変化することが，技術常識からみて明らかであるか

ら，仮に，本願発明の「パンクチャリング情報」が「ＦＥＣ符号の特性」に従

って決定されるものに限定されているとしても，上記のパンクチャリングすべ

きパケットの個数に対応する情報は，本願発明の「パンクチャリング情報」に

相当する。 

 

（４）次に，相違点５について検討する。 

 引用発明１における「パケット」への「シーケンス番号」の割り当てを，

「パケット」が「ソースパケット」であるか「復旧パケット」であるか，すな

わちパケットタイプに関連付けて行う必然性について，引用文献１には記載も

示唆もされていないから，割り当てをパケットタイプと独立的に行うことは自

明である。 

 また，上記（２）で検討した，引用発明１の「ソースパケット」，「復旧パ

ケット」に含まれる「ソースシンボル」，「復旧シンボル」の個数をそれぞれ

「１つ」とした場合，「シーケンス番号」をパケットに対して割り当てること

と，シンボルに対して割り当てることとは実質的に同じである。 

 したがって，引用発明１の「シーケンス番号」が，シンボルタイプと独立的

に割り当てられたものであること，及び，引用発明１の「ヘッダー」が「シー

ケンス番号を含む」のが，「前記ＡＬ－ＦＥＣ符号語ブロックに含まれる前記
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複数のＡＬ－ＦＥＣ符号語シンボルに対してシンボルタイプと独立的に」，

「シーケンス番号」が割り当てられる場合におけるものとすることは，当業者

が容易に想到し得ることである。 

 

（５）本願発明の作用効果は，引用発明１及び引用発明２から当業者が予測で

きる程度のものである。 

 

第６ むすび 

 以上のとおり，本願発明は，引用発明１及び引用発明２に基づいて当業者が

容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定によ

り特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明について検討する

までもなく，本願は拒絶されるべきものである。 

 

 よって，結論のとおり審決する。 

 

  令和１年８月１４日 

 

審判長 特許庁 審判官 吉田 隆之 

特許庁 審判官 富澤 哲生 

特許庁 審判官 丸山 高政 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

  

審判長 吉田 隆之 

 出訴期間として在外者に対し９０日を附加する。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．１２１－ＷＺ（Ｈ０４Ｌ） 

５３６ 

５３７ 

 

 

 審判長 特許庁 審判官 吉田 隆之 9077 

 特許庁 審判官 丸山 高政 9570 

 特許庁 審判官 富澤 哲生 9378 

 

 


